
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告
　
　
　
示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分�

（
農
村
整
備
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

二

公
　
　
　
告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�
（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

教
育
委
員
会

〇
公
印
の
改
刻�

二

選
挙
管
理
委
員
会

〇
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数�
三

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選

　

挙
権
を
有
す
る
者
の
数�

三

〇
政
治
団
体
の
届
出�

三

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

三

〇
政
治
団
体
の
解
散
届�

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
）�

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
八
年
分
）�

四

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出�

五

告
　
　
　
示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
五
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
五
〇
三
七

ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
・
ワ

タ
ナ
ベ

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
二
丁

目
三
十
七
番
五
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス
・
ワ

タ
ナ
ベ

平
成
二
十
八
年

十
二
月
一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
四
〇

ホ
ワ
イ
ト
ベ
ア
訪
問
介

護
事
業
部

大
崎
市
古
川
字
上
古
川

二
百
七
十
一

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
ソ
ワ

ン
モ
ン
ド

平
成
二
十
八
年

九
月
一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
五
七

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

会　

田
尻
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
富

岡
浦
二
十
九

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
二
十
八
年

十
二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
六
五

ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
・
ワ

タ
ナ
ベ

塩
竈
市
旭
町
十
七
番
七

号
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ�

ョ
ン
二
百
一
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス
・
ワ

タ
ナ
ベ

平
成
二
十
八
年

十
一
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
七
号
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

河
南
四
期
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
場
只
越
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
一
一
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
只
越
一
一
四
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
〇
～�

五
・
〇

�
三
・
〇

後

　

五
・
〇
～
七
・
〇

�
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

馬
場
只
越
線

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
二
一
一
番
六
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
只
越
一
一
九
番
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

十
二
月
十
三
日

公
　
　
　
告

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
七
十
四
番
五
、
七
十

五
番
十
の
一
部
、
七
十
五
番
十
二
、
七
十
五
番
十
四
の
一

部
（
二
工
区
）

�

南
三
陸
町　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
改
刻
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

名　

称

種　
　

類

用　
　

途

印　
　
　
　
　
　

影

使
用
開
始
年
月
日

宮
城
県
教
育

委
員
会
教
育

教
育
長
印

一
般
横
書

新

平
成
二
十
八
年　
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長
印

文

書

用

旧

�

十
二
月
十
三
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
四
号

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一

項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求

に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
九
、
〇
〇
一

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
三
、
七
五
三

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

�

青

葉

選

挙

区�

八
一
、
六
八
〇　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区�

一
二
、
一
八
四

�

宮
城
野
選
挙
区�

五
二
、
六
一
〇　
　
　
　

登

米

選

挙

区�

二
三
、
三
三
六

�

若

林

選

挙

区�

三
七
、
四
〇
九　
　
　
　

栗

原

選

挙

区�

二
〇
、
四
一
九

�

太

白

選

挙

区�

六
三
、
一
六
二　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区�

一
一
、
二
〇
八

�

泉

選

挙

区�

六
〇
、
一
四
三　
　
　
　

大

崎

選

挙

区�

三
七
、
三
五
一

�

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区�

四
四
、
〇
一
四　
　
　
　

柴

田

選

挙

区�

二
三
、
二
九
七

�

塩

釜

選

挙

区�

一
五
、
八
五
八　
　
　
　

亘

理

選

挙

区�

一
三
、
二
八
三

�

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区�

二
三
、
〇
四
五　
　
　
　

宮

城

選

挙

区�

一
四
、
一
九
九

�

白
石
・
刈
田
選
挙
区�

一
四
、
一
四
〇　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区�

二
五
、
三
六
〇

�

名

取

選

挙

区�

二
〇
、
九
八
四　
　
　
　

加

美

選

挙

区�

八
、
九
三
八

�

角
田
・
伊
具
選
挙
区�

一
二
、
七
三
九　
　
　
　

遠

田

選

挙

区�

一
二
、
〇
〇
五

�

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区�

二
二
、
六
四
七

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
五
号

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　

三
四
三
、
七
五
三

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

森
ゆ
う
き
後
援
会

森　
　

裕
樹

森　

智
也
子

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
下
町
三

－

一
一

－

一
〇

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
二
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団
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体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

民
進
党
宮
城
県
総
支
部

連
合
会

安
住　
　

淳

会
計
責
任
者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

木
村　

勝
好

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
二
十
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

愛
と
緑
と
活
力
あ
る
県

政
研
究
会

大
塚　

千
義

代

表

者

の

氏

名

大
塚　

千
義

加
藤　

泰
裕

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
九
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

三
浦　
　

優

永
澤　

芳
樹

Ｍ
Ｓ
Ｓ
政
策
研
究
会

新
沼　

福
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

笠
水
上
拓
也

橋
本
順
一
郎

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
二
日

吉
川
ひ
ろ
や
す
を
囲
む

会

松
下　
　

士

会
計
責
任
者

の

氏

名

坪
井　

貴
大

三
浦　

圭
樹

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
九
日

く
ま
が
い
大
後
援
会

菅
井　
　

茂

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
本

町
一

－
一

－

八

仙
台
市
宮
城
野
区

榴
岡
一

－

六

－

三

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
七
日

佐
久
間
光
洋
を
育
て
る

会

杉
本　

五
郎

代

表

者

の

氏

名

杉
本　

五
郎

高
橋　
　

忠

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
二
十
四
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
槻　

雪
夫

村
上　
　

仁

新
生
と
み
や
を
考
え
る

市
民
の
会

中
鉢　

義
徳

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
明
石
下
寺

前
六
七

黒
川
郡
富
谷
町
明

石
字
下
寺
前
六
七

番
地

平
成
二
十
八
年

�
十
月
十
日

　

　

政
治
団
体

の

名

称

新
生
と
み
や
を
考

え
る
市
民
の
会

新
生
と
み
や
を
考

え
る
町
民
の
会

平
成
二
十
八
年

�

十
一
月
二
十
三
日

若
生
ひ
ろ
と
し
後
援
会

中
鉢　

義
徳

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
今
泉
鶴
巻

五
一

黒
川
郡
富
谷
町
今

泉
鶴
巻
五
一
番
地

平
成
二
十
八
年

�

十
月
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

一
匡
会

横
田　

匡
人

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

今
野
林
一
郎
後
援
会

船
迫　

義
喜

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

一
匡
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
横
田
　
匡
人

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
横
田
　
匡
人

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
28.�11.�11（

25.�３
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

横
田　

匡
人

一
匡
会

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

今
野
林
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28.�11.�17（

28.�11.�17解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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